
自治体 職員

住民

業務区分 生活保護
業務フロー 保護開始の要否判定及び処分

業務分類 生活保護申請・決定（変更等含む）

保護開始か

Yes

No

要否判定資料の

作成

要否判定

所内会議
保護決定処理 保護決定調書等

の作成

・保護決定調書

・ケース記録票

・保護台帳

等

・保護申請却

下決定調書

・ケース記録

票

保護却下処理 保護却下決定調

書等の作成

生活保護システム 生活保護システム 生活保護システム 生活保護システム 生活保護システム

throw 1

介護保険システム 住民記録システム 国民健康保険システム 個人住民税システム

・要否判定書

・要否判定調書

・システム間の連携を行う場合は、後段の

フローで記載される異動連絡票送付もフ

ローとして削除され、関連する帳票も削除

される可能性もあることに留意。

生活保護システム

決裁保護の要否及び

程度の決定

生活保護システム

決裁

throw 2



自治体 職員

住民

業務区分 生活保護
業務分類 生活保護申請・決定（変更等含む）

業務フロー 保護開始の要否判定及び処分

随時払がある

Yes

No

関
連
部
署

(

税
・
国
保

介
護
等)

生活保護システム

異動連絡票送付
保護決定

通知書の送付

・生活保護開始・廃止等連絡票

・保護開始決定通知書

catch 1

throw 4

throw 3

随時支給

定例支給

（追加支給を含む）

保護決定通知書

等の作成

生活保護システム

保護却下通知書

等の作成

・保護決定通知書

・生活保護開始・廃止等連絡票

・民生委員通知書

・医療機関連絡票

・介護機関連絡票

・保護申請却下通知書

・境界層該当証明書

・連絡票

（民生委員用保護申請却下通知書）

等

catch 2

WTにおける確認事項

・従来通りの紙書類の申請も残るため、保護決定通知書の郵

送・手交も残る想定である。

電子申請を受けたものについて、保護決定通知の送付（メー

ル等）を電子で行うことが効率化に繋がるか？

電子で保護決定通知の送付を行う場合は、通知方法が混在

してしまうので、かえって現場運用として不便にならないか？



職員自治体

生活保護
業務フロー

住民

保護開始の要否判定及び処分
業務分類 生活保護申請・決定（変更等含む）
業務区分

民
生
委
員

学
校

教
育
委
員

会

catch 4

catch 3

関係各所へ

通知書の送付

保護申請

却下通知書の

送付

・境界層該当証明書 ・生活保護開始・廃止等連絡票

・民生委員通知書

・境界層該当証明書

関
連
部
署

(

介
護
保
険

課)

• 「境界層該当証明書」については、

住民へ交付もしくは、関連部署へ

直接送付する。

・境界層該当証明書

・保護申請却下通知書

No

境界層該当か

Yes

・システム連携により、教育委員会が被保護者情報を取

得できるようになった場合、送付先から削除される可能性

もある点に留意。


